
公認心理師について 
 
 

○ 公認心理師について 
  

第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を

受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の

分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に

掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 
一 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察し、その結果を

分析すること。 
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に

応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。 
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、

助言、指導その他の援助を行うこと。 
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

を行うこと。 
 
 
○ 公認心理師が活躍すると考えられる主な活動領域 

 臨床心理技術者の主な活動領域を参考とすると、公認心理師が活

躍するのは以下の分野と考えられる。各分野によって求められる役

割、知識及び技術の範囲がそれぞれ異なっている。 
 保健医療分野 
 福祉分野 
 教育分野 
 司法・法務・警察分野 
 産業・労働分野 
 その他（災害支援等） 
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